
 

総量規制基準の計算例 
 
以下に、設置時期の異なる複数の業種に係る工程を有する指定地域内事業場の場合の、

ＣＯＤに係る総量規制基準の計算例を示す。 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＣＯＤに係るＣ値（都府県知事が設定） 

項番号 業種その他の区分 Ｃco Ｃci Ｃcj 

５ 肉製品製造業 ４０ ４０ ３０

     

212 弁当仕出屋又は弁当製造業 ５０ ４０ ３０

     

232 
その他 
(9)指定地域内事業場のし尿または雑排水（201
人槽以上の浄化槽で処理するものを除く） 

６０ ３０ ３０

 
 当該指定地域内事業場に係るＣＯＤ総量規制基準は次のように計算される。 

   Lc＝ ( Ccj・Qcj＋ Cci・Qci＋ Cco・Qco )×10－３    

        ＝ ( 30×20  ＋  40×0  ＋  40×30 )×10－３ ； 肉製品製造工程 

＋ ( 30×40 ＋ 40×0 ＋ 50× 0 )×10－３  ； 弁当製造工程 

＋ ( 30× 0 ＋ 30×0 ＋ 60×10 )×10－３ ； 生活排水 

＝ ３.６(kg/日)  
  

１日の汚濁負荷量が３.６kg/日を超過しないよう管理しなければならない。 

資料５ 

特定排出水汚水等の

処理施設

生活排水 

S54.4.1～ 10 

弁当製造工程 

H16.4.1～ 40 

肉製品製造工程 

S54.4.1～ 30 

H16.4.1～ 20 増 

間接冷却水 10 

浄化槽(30 人槽) 

図中の数字は届出最大水量(ｍ3/日) 

H3.7.1以降の増加分

のためＣcjを適用 
S55.6.30以前の増加分

のためＣcoを適用 


